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新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、ご来場をお控えいただ
き、書面またはインターネットに
よる議決権の事前行使をお願いい
たします。
新型コロナウイルスに関する対応
につきましては3ページをご確認
ください。

第48期

定時株主総会招集ご通知

日時
2021年６月25日（金曜日）午前10時
　　　　　　（受付開始：午前９時30分）

　 場所
愛知県名古屋市東区葵3-16-16
ホテルメルパルク名古屋
３階　「カトレアの間」

本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要な 
コンテンツをご覧いただ
けます。
https://p.sokai.jp/5344/

証券コード：5344

表紙
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株 主 各 位 証券コード 5344
2021年６月４日

愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地

代表取締役社長 神 戸 　 誠

第48期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第48期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年６月24日（木曜日）午後５時30分までに到着す
るよう、同封の議決権行使書用紙に賛否をご標示いただきご送付いただくか、当社の指定する議決権行使サイト
（https://www.web54.net/）より議決権を行使いただきますようお願い申しあげます。

敬　具

　◎当日ご出席の際は、「新型コロナウイルス感染症に関する対応」(3ページ)をご確認ください。また、その際はお手数ながら同封の議
決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

　◎議決権を有する他の株主１名の代理人として株主総会にご出席いただけますが、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますの
で、ご了承ください。

　◎当日の議事進行に関しては、日本語で行います。

－ 1 －

株主各位



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2021/05/25 10:02:18 / 20703480_株式会社ＭＡＲＵＷＡ_招集通知（Ｃ）

記
1 日　　時 2021年６月25日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分予定）
2 場　　所 愛知県名古屋市東区葵3-16-16　ホテルメルパルク名古屋　３階　「カトレアの間」

（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3 目的事項 報告事項 １．第48期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監

査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第48期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

【インターネットによる議決権の行使についてのご案内】
「インターネットによる議決権行使の手順」４ページから５ページをご参照ください。

以　上

　◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、本招集通知インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.maruwa-g.com/ir/stock/soukai.html）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりませ
ん。

　　したがいまして、本招集ご通知提供書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人又は監査等委員が会計監査報告又は
監査報告を作成するに際して監査した、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

　　①　連結計算書類の連結注記表
　　②　計算書類の個別注記表

　◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記の当社ウェブサイト
（https://www.maruwa-g.com/ir/stock/soukai.html）に掲載いたしますのでご了承ください。

－ 2 －
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〈株主様へのお願い〉
・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブ

サイト（https://www.maruwa-g.com/company/news/）より、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い申しあげます。

・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用等の感染拡大防止にご配慮賜りますようお願い申しあげます。

・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備し、検温をさせていただきます。発熱があると認められる方、体調不良と思わ
れる方は、ご入場をお控えいただく場合がございます。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせていただきます。

・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みま
す）及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申
しあげます。

・併せて、当社の判断に基づき、株主総会会場において株主様の安全確保及び感染拡大防止のために必要な措置を講じる場合もございます
ので、ご協力のほどお願い申しあげます。

株主様へのご案内

株主総会終了後に毎年行っておりましたNEXT（事業説明会）を本年は中止いたします。

－ 3 －

株主各位
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送くだ
さい。

次ページの案内に従って、議案の賛否
をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2021年６月25日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

2021年６月24日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

2021年６月24日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第●号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第●号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書はイメージです。

ダ ミ ー

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。

－ 4 －

議決権行使についてのご案内
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。１
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

３

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

２

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）

－ 5 －

議決権行使についてのご案内
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
　第48期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開を勘案いたしま
して以下のとおりといたしたいと存じます。
①　配当財産の種類

　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金36円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は444,084,228円となります。
　また、中間配当金として１株につき28円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は
１株につき64円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年６月28日といたしたいと存じます。

<ご参考＞

80

40

60
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0
第45期

44

第46期 第47期 第48期
（予定）

64
48 52

（単位：円）配当金の推移

－ 6 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となり

ます。
つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものでありま

す。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると

判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

１

か ん

神
べ

戸
 

　
せ い

誠
(1949年12月５日生)

再 任

1973年 ４月 当社設立に伴い専務取締役就任
300,000株1992年 ６月 当社代表取締役社長（現任）

1999年11月 株式会社神戸アート代表取締役社長（現任）

【取締役候補者とした理由】
　取締役候補者神戸誠氏は、1992年から代表取締役社長として当社取締役会の議長を務めており、
企業経営に関する豊富な知識を有しているため、今後も当社の成長に貢献することが期待できること
から引き続き取締役候補者といたしました。

２

はやし

林
 

　
は る

春
ゆ き

行
(1961年10月28日生)

再 任

1990年 ４月 当社入社
3,050株1992年 ４月 当社開発部主任研究員

2001年 ６月 当社取締役開発室長
2015年 ４月 当社取締役材料開発担当（現任)

【取締役候補者とした理由】
　取締役候補者林春行氏は、当社入社以来開発部門に携わり、材料開発における豊富な経験及び知識
を有しております。今後も当社の成長に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者
といたしました。

－ 7 －

監査等委員以外の取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

３

か ん

神
べ

戸
と し

俊
ろ う

郎
(1977年１月26日生)

再 任

2001年 ３月 当社入社
16,620株2012年 ４月 モジュール部門部長

2016年 ６月 当社取締役　事業戦略・商品開発担当（現任）

【取締役候補者とした理由】
　取締役候補者神戸俊郎氏は、商品開発や事業戦略を推進する能力に優れ、強力なリーダーシップを
もってグループ全体の企業価値の向上に貢献していることから、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

４

マ ニ マ ラ ン ・
ア ン ト ニ
(1966年１月19日生)

再 任

1995年 ３月 当社入社

1,000株
1998年 １月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表
2001年 ６月 当社取締役海外事業本部長
2015年 ４月 当社取締役生産改善担当（現任）

【取締役候補者とした理由】
　取締役候補者マニマラン・アントニ氏は、国内外の生産部門での業務等を通じコスト意識が強く改
善能力に優れており、今後も当社の事業の成長に貢献できることから、引き続き取締役候補者といた
しました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当社取締役を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合の損害を当該保険契約
によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契
約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定してお
ります。

－ 8 －

監査等委員以外の取締役選任議案
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし
ては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
( 生 年 月 日 )

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社株式の数

１

み つ

光
お か

岡
ま さ

正
ひ こ

彦
(1966年12月６日生)
再 任 社 外 独 立

1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所

－
2004年 ６月 東桜税理士法人設立　社員
2013年 ２月 同法人　代表社員（現任）
2015年 ６月 当社社外監査役
2019年 ６月 当社社外取締役[監査等委員]（現任）

【選任理由及び期待される役割の概要】
　光岡正彦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士としての豊富な知見を有してお
り、引き続き当該知見を活かして専門的観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただくこと
を期待したためであります。
　なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません
が、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

２

か

加
と う

藤
あ き

晶
ひ で

英
(1970年11月１日生)
再 任 社 外 独 立

1998年12月 加藤事務所入所

－
2000年12月 エーケー労務士事務所開業　所長
2010年 ７月 社会保険労務士法人加藤事務所開設

代表社員（現任）
2019年 ６月 当社社外取締役[監査等委員]（現任）

【選任理由及び期待される役割の概要】
　加藤晶英氏を社外取締役に選任した理由は、同氏は社会保険労務士、および特定社会保険労務士と
しての豊富な知見を有しており引き続き当該知見を活かして専門的観点から取締役の職務執行に対
する監督、助言いただくことを期待したためであります。
　なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません
が、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

３

※
は ら

原
 

　
た け

武
ゆ き

之
(1977年３月26日生)
新 任 社 外 独 立

2002年 ４月 最高裁判所司法研修所

－
2003年10月 森・濱田松本法律事務所入所
2006年10月 川上・原法律事務所移籍独立
2017年 2 月 オリンピア法律事務所開設（現任）

【選任理由及び期待される役割の概要】
　原武之氏を社外取締役に選任した理由は、同氏は弁護士としての豊富な知見を有しており、当該知
見を活かしてを活かして専門的観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただくことを期待し
たためであります。
　なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役と
して、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

－ 9 －

監査等委員である取締役選任議案
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（注）１．※印は、新任の社外取締役候補者であります。
２．当社は、原武之氏が所属しているオリンピア法律事務所との間で業務委託契約を締結しております。

その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．光岡正彦氏、加藤晶英氏及び原武之氏は社外取締役候補者であります。
４．光岡正彦氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役ですが、監査役・監査等委員としての在任期

間は、本総会終結の時をもって６年となります。
５．加藤晶英氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役ですが、監査等委員としての在任期間は、本

総会終結の時をもって２年となります。
６．当社は光岡正彦氏及び加藤晶英氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令
が規定する額としており、両氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であ
ります。また、原武之氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同内容の責任限定契約を締結する
予定であります。

７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社の監査等委員を含む取締役を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合の
損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任
され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該契約は次回更新時においても
同内容での更新を予定しております。

８．当社は光岡正彦氏及び加藤晶英氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両
氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、原武之氏につきま
しても東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしており、同氏の選任が承認された場合
には、独立役員として指定する予定であります。

以上

－ 10 －
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社外役員の独立性基準
株式会社MARUWA

当社の社外役員は以下の項目に該当しないものを選任する。
1．当社の主要株主1またはその業務執行者2

2．当社が主要株主である会社の業務執行者
3．当社グループの主要な取引先3またはその業務執行者
4．当社グループを主要な取引先とする者4またはその業務執行者
5．当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金額その他財産5を得ているコンサルタント、会計専門家

または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
6．当社グループから一定額を超える寄付または助成6を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合

等の団体である場合は、当該団体の理事その他業務執行者）
7．当社の会計監査人の代表社員、社員または従業員
8．当社の主要な借入先7の業務執行者
9．上記1～8に過去3年間において担当していたもの
10. 当社グループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11. 当社グループの重要な業務執行者8の配偶者または二親等以内の親族
12. 社外役員を10年を超えたもの

1 主要株主・・議決権の10％以上
2 業務執行者・・・取締役、執行役、社員、使用人
3 主要な取引先・・・当社年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
4 主要な取引先とする者・・・年間売上高の2％超の支払いを当社から受けている会社
5 一定額・・・年間1千万円超
6 一定額・・・年間1千万円超
7 主要な借入先・・・当社の連結総資産の2％を超える金銭の借入先
8 重要な業務執行者・・・取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職

監査等委員会意見
監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬について取締役会での協議
内容の確認を行いました。取締役の報酬については、報酬体系、具体的な報酬額の算定方法等を確認し、決定
の手続きは適正であり、報酬等の内容は相当であると判断します。

－ 11 －

監査等委員である取締役選任議案
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（添付書類）
事　 業　 報　 告

（2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで）

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により大

きな影響を受け、限定的な経済活動を強いられるなど厳しい状況が続きました。
エレクトロニクス市場におきましては、次世代高速通信の拡大や通信ネットワークの増強、

情報通信技術の用途の拡がりや、EVの普及に伴う車載市場や半導体関連市場の需要は高まり
ました。また、各国が掲げる脱炭素の実現に向けた取り組みが、材料や電子部品の小型化・
高性能化などの要求を高め、中長期的に成長する市場となってきました。

このような状況の中、ＭＡＲＵＷＡグループにおきましては創業から培ってきた材料技術に
より優れた特性の材料を開発・製造し、それらの材料技術に回路設計、実験評価、実装、シ
ミュレーションなどの要素技術を融合することにより技術革新を推し進めてまいりました。

さらに、将来を見据えた技術開発のための設備投資や開発投資を行うとともに、事業の見直
しや整理、ものづくりの原点である歩留まりやリードタイムの短縮の改善活動を行ってまい
りました。また、100年に一度の変革期にやるべきこと、新しい時代への働き方改革などへ
向けて業務の効率化も図ってまいりました。

これらの結果、売上高は41,438百万円(前期比0.5％増）、営業利益は10,248百万円(前期
比9.7％増）、経常利益は10,330百万円（前期比8.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利
益は6,935百万円（前期比17.7％増）となりました。

－ 12 －

当事業年度の事業の状況
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セグメント別の概況（連結）
セラミック部品事業
当事業においては、材料技術や要素技術を活かした差別化製品が堅調に推移し、歩留まり改

善やリードタイムの短縮による在庫削減活動に力を入れるなど、収益性の向上に向けた体質
強化に取り組みました。

以上の結果、売上高32,783百万円（前期比5.2％増）、セグメント利益9,858百万円（前期
比11.1％増）となりました。

照明機器事業
当事業においては、感染症拡大に伴う公共事業案件の工期の遅れなどがありましたが、高輝

度性能や配光性能が向上した製品、高演色光源を利用した製品などに注力し、収益性向上に
向けた工程改善を積極的に進めました。
以上の結果、売上高8,654百万円（前期比14.0％減）、セグメント利益1,177百万円（前期比
16.2％減）となりました。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度における当社グループの設備投資は、セラミック部品事業における増産対応
の設備を中心に工場を新設するなど総額は7,071百万円となりました。この投資は自己資金に
より充当いたしました。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡・吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。

－ 13 －

当事業年度の事業の状況
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第45期
2018年３月期

第46期
2019年３月期

第47期
2020年３月期

第48期
(当連結会計年度)

2021年３月期

売 上 高 (百万円) 38,513 41,193 41,231 41,438

経 常 利 益 (百万円) 8,866 9,924 9,520 10,330

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 5,544 6,770 5,893 6,935

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 448円44銭 547円87銭 477円88銭 562円30銭

総 資 産 (百万円) 58,514 64,627 70,681 78,059

純 資 産 (百万円) 49,029 54,954 59,453 66,344

１ 株 当 た り 純 資 産 3,966円05銭 4,452円25銭 4,821円14銭 5,378円23銭

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式数控除後の期中平均株式数により算出しております。

41,43838,513 41,193 41,231

第45期 第48期第47期第46期

（単位：百万円）売上高≫

10,330
8,866

9,924 9,520

第45期 第48期第47期第46期

（単位：百万円）経常利益≫

6,935
5,544

6,770
5,893

第45期 第48期第47期第46期

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益≫

78,059

58,514
64,627

70,681

66,34459,45354,954
49,029

第45期 第48期第47期第46期

（単位：百万円）総資産/純資産≫
■総資産　■純資産

562.30
448.44

547.87
477.88

第45期 第48期第47期第46期

（単位：円）1株当たり当期純利益≫

5,378.23

3,966.05
4,452.25 4,821.14

第45期 第48期第47期第46期

（単位：円）1株当たり純資産≫

※　売上高、各利益等において過去最高を更新いたしました。

－ 14 －
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(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

Maruwa（Malaysia）Sdn.Bhd. 55 百万マレーシアリンギット 100％ セラミック部品　製造・販売

MARUWA Electronics (Taiwan) Co., Ltd. 40 百万新台湾ドル 100 セラミック部品　　販売

M a r u w a  E u r o p e  L t d . 4 百万英ポンド 100 セラミック部品　　販売

M a r u w a  A m e r i c a  C o r p . 1.6 百万米ドル 100 セラミック部品　　販売

M a r u w a  K o r e a  C o . ,  L t d . 700 百万韓国ウォン 100 セラミック部品　　販売

Maruwa (Shanghai) Trading Co., Ltd. 1.7 百万中国元 100 セラミック部品　　販売

MARUWA Electronic (India)Pvt.Ltd. 27 百万インドルピー 100 セラミック部品　　販売

㈱ M A R U W A  Q U A R T Z 100 百万円 100 セラミック部品　製造・販売

㈱ M A R U W A  S H O M E I 100 百万円 100 照　明　機　器　製造・販売

MARUWA MELAKA SDN.BHD. 100 千マレーシアリンギット 100 セラミック部品　　製造

㈱ Y A M A G I W A 100 百万円 100 照　明　機　器　製造・販売

㈱ M A R U W A  C E R A M I C 7 百万円 100 セラミック部品　製造・販売

(4) 対処すべき課題
　当社グループの基本理念に基づき、経営指標並びに経営戦略を軸に、役員、従業員が共通の認
識を持ち、多様化する市場ニーズや社会変動に柔軟に対応できる事業体制を整え、事業の拡大や
グローバル化に伴うリスク回避への組織強化を図るべく、以下の課題に取り組んでまいります。

①　差別化製品の開発
　当社グループ各事業が長年にわたり培ってきた高い材料技術や製造技術を融合した、他社の追
随を許さない製品や、高付加価値で競争力のある次世代の照明機器製品を開発してまいります。

－ 15 －
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②　選択と集中による事業拡大
　当社グループが成長分野として位置づけている、省エネ・環境関連・半導体関連事業、医療・
光通信関連分野や、「光の質」に特化したLED照明分野に関連する当社グループの各事業並びに
製品・商品に、限りある経営資源を選択・集中させてまいります。

③　グローバルな組織強化
　当社グループ各事業においては、責任と権限、目標を明確にし、プロフェッショナルな組織に
向けた取り組みを進めてまいります。
　また、当社グループ各事業の垣根を越えて、各々が有するあらゆる技術の融合を図るとともに、
ワークライフバランスの向上、ダイバーシティの推進、人材育成・投入を行うなど、より強固な
グローバルな体制を築いてまいります。
　さらに、顧客との連携強化を行い、新製品や新技術の創出など、Win-Winの関係に向けた、ブ
リッジングイノベーションを推し進めてまいります。

④　危機管理体制の強化
　当社グループでは、海外とのビジネス展開が拡大する中で、品質、知的財産、コンプライアン
ス、海外拠点運営、自然災害や感染症など様々なリスクに対し、グローバルな危機管理体制の強
化を進めてまいります。

(5) 主要な事業内容（2021年３月31日現在）
下記製品の製造及び販売

部 門 名 内 容

セ ラ ミ ッ ク 部 品 事 業

アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、アルミナジルコニア
基板、窒化ケイ素基板、窒化アルミニウムフィラー、超高純
度SiC部材、半導体製造用部品、半導体セラミック、車載用
マグネット製品、医療用セラミック製品、水栓用セラミック
製品、多層回路基板、通信機器用薄膜回路基板、NFCアンテ
ナモジュール基板、マイクロ波部品、GPSアンテナ、セラミ
ック気密端子、ワイヤーボンディング用コンデンサ、ノイズ
対策部品など

照 明 機 器 事 業
LED高輝度照明、LED光源モジュール、施設照明、住環境照
明、デザイン照明、調光制御システム、照明空間デザイン・
設計、輸入家具など

－ 16 －

対処すべき課題、主要な事業内容
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(6) 主要な営業所及び工場（2021年３月31日現在）
①当　　社

名　　　称 所　在　地

本 社 本社 愛 知 県

研 究 所 R&D　Center 愛 知 県

営 業 所

東北営業所
北信越営業所
東京支店
関西支店
九州北営業所

福 島 県
新 潟 県
東 京 都
大 阪 府
福 岡 県

工 場
土岐工場（研究所併設）
瀬戸工場
直江津工場
春日山工場

岐 阜 県
愛 知 県
新 潟 県
新 潟 県

②子会社等
名　　　称 本 店 所 在 地

国 内
㈱MARUWA QUARTZ
㈱MARUWA SHOMEI
㈱YAMAGIWA
㈱MARUWA CERAMIC

福 島 県
東 京 都
東 京 都
愛 知 県

海 外

Maruwa (Malaysia) Sdn.Bhd.
MARUWA MELAKA SDN.BHD.
MARUWA YAMAGIWA SDN.BHD.
MARUWA Electronics （Taiwan）Co.,Ltd.
Maruwa Europe Ltd.
Maruwa America Corp.
Maruwa Electronics GmbH
Maruwa Korea Co.,Ltd.
Maruwa (Shanghai) Trading Co.,Ltd.
MARUWA Electronic （India） Pvt.Ltd.

マ レ ー シ ア
マ レ ー シ ア
マ レ ー シ ア
台 湾
イ ギ リ ス
ア メ リ カ
ド イ ツ
韓 国
中 国
イ ン ド

－ 17 －

主要な営業所及び工場
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(7) 使用人の状況（2021年３月31日現在）
①企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比

セ ラ ミ ッ ク 部 品 事 業 1,251名 （673名） 200名減 （79名増）

照 明 機 器 事 業 129名 （68名） － （2名減）

合　計 1,380名 （741名） 200名減 （77名増）

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比

358名（567名） 33名増（89名増）

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

㈱ 商 工 組 合 中 央 金 庫 666百万円

㈱ み ず ほ 銀 行 400百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 400百万円

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 400百万円

㈱ 名 古 屋 銀 行 100百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　　該当事項はありません。

－ 18 －

従業員の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況

外国法人等
26.8％

その他の法人
29.7％

金融機関
32.2％

金融商品取引業者
0.3％

自己株式
0.3％
個人・その他
10.6％

所有者別の株式保有比率

(1) 株式の状況（2021年３月31日現在）
①　発行可能株式総数 26,000,000株
②　発行済株式の総数 12,372,000株（自己株式36,327株含む）
③　株主数 2,061名

④　大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

㈱ 神 戸 ア ー ト 3,600千株 29.18％

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 1,239 10.04

日本マスタートラスト信託銀行㈱ （信託口） 963 7.81

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 9 ） 651 5.27
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
L U X E M B O U R G / J A S D E C / F I M /
LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS

475 3.85

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 330 2.68

神 戸 　 誠 300 2.43

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 証 券 投 資 信 託 口 ） 173 1.40
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 
3 8 0 5 7 8 156 1.26

神 戸 　 節 也 153 1.24

（注）　持株比率は自己株式（36,327株）を控除して計算しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況
　　該当事項はありません。

(2) 新株予約権等の状況
　　該当事項はありません。

－ 19 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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(3) 会社役員の状況
①　取締役の状況（2021年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 神 戸 　 誠

取 締 役 林 　 春 行 基礎研究・材料開発担当

取 締 役 神 戸 俊 郎 事業戦略・商品開発担当

取 締 役 マ ニ マ ラ ン ・ ア ン ト ニ 生産改善担当
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 光 岡 正 彦 公認会計士・税理士

東桜税理士法人　代表社員
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 松 本 茂 裕 税理士

松本税理士事務所　所長
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 加 藤 晶 英 社会保険労務士

社会保険労務士法人　加藤事務所　代表社員
（注）１．取締役（監査等委員）光岡正彦氏、松本茂裕氏及び加藤晶英氏は、社外取締役であります。

２．当社は、取締役光岡正彦氏、取締役松本茂裕氏及び取締役加藤晶英氏を東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．取締役光岡正彦氏は、公認会計士・税理士の資格を、取締役松本茂裕氏は、税理士の資格を有してお
り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。取締役加藤晶英氏は特定社会保
険労務士の資格を有しており、社会保険や労務管理に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を
実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定してお
りません。

５．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
　　2020年６月25日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって、取締役内田彰氏及び及位環氏は任期

満了により退任いたしました。

②　執行役員の状況
会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当

執 行 役 員 橋 本 　 耕 一 QUARTZカンパニーCEO

執 行 役 員 加 藤 　 曜 SHOMEIカンパニーCEO

執 行 役 員 松 川 　 晋 也 YAMAGIWAカンパニーCEO

本 部 長 後 藤 　 孝 市 管理本部　本部長

－ 20 －

会社役員の状況
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③　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締
結しており、当該保険契約の被保険者の範囲は役員等であり、被保険者は保険料を負担しており
ません。被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合の損害を当該保険契約によって塡
補することとしております。

⑤　取締役の報酬等
（イ）報酬等の額またはその算定にかかる決定に関する方針の内容および決定方針等
a．報酬の構成と方針について
（１）基本報酬
　　当社の取締役報酬については、取締役の役割と責務に相応しい水準となるよう設定し、企業

業績と企業価値の持続的向上への動機づけとなるような報酬体系としています。

（２）業績連動報酬
　　企業活動の成果を反映する営業利益率や、経営環境等を総合的に勘案したものとします。

（３）株式報酬
　　中期的なインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬を設定しています。

（４）報酬構成比率、割合の決定方針
　　報酬の構成比率は、基本報酬に比重を置いた割合とするが、業績結果によっては、業績連動

部分も、基本報酬と同程度まで支給する比率となるよう設定しています。
なお、監査等委員にかかる報酬は、基本報酬のみとします。

b．報酬の決定方法
　　基本報酬については、報酬額を監査等委員に意見を求めた後、取締役会の決議により決定し

個々の報酬配分については、代表取締役神戸誠に一任し決定します。代表取締役社長に委任を
した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取
締役社長が最も適していると判断したためであります。

－ 21 －

会社役員の状況
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　業績連動報酬については、予め取締役会で決議された営業利益率毎の掛率により、配分を決定
します。

c．役員の報酬等に関する株主総会の決議
　取締役の報酬額は、2019年６月25日開催の第46期定時株主総会において、年額360百万円以
内（うち社外取締役分は、年額50百万円以内）、監査等委員の報酬額は、年額50百万円以内と
決議しております。
　また、取締役への株式報酬については、2017年６月22日開催の第44期定時株主総会におい
て、年額180百万円以内、株式数を年30,000株以内と決議しております。

（ロ）当事業年度に係る報酬等の総額等

役 員 区 分
報 酬 等 の
総 額
（千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総
 

額（千円） 対 象 と な る
役 員 の 員 数

（名）基 本 報 酬 業 績 連 動
報 酬 等

非 金 銭
報 酬 等

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

198,303
(－)

104,403
(－)

78,500
(－)

15,400
(－)

6
(－)

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

2,880
(2,880)

2,880
(2,880)

－
(－)

－
(－)

3
(3)

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

201,183
(2,880)

107,283
(2,880)

78,500
(－)

15,400
(－)

9
(3)

（注）１，上記には、2020年６月25日開催の第47期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委
員を除く。)２名を含んでおります。

　　２．取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人部分給与は含んでおりません。
　　３．非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割り当ての際の条件等は「（イ）取締役の報酬等の内容の

決定に関する方針等」のとおりであります。
４．取締役の報酬額は、2019年６月25日開催の第46期定時株主総会において、年額360百万円以内（う

ち、社外取締役分は年額50百万円以内）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数
は、４名（うち、社外取締役は０名）です。また、金銭報酬とは別枠で、2017年6月22日開催の第
44期定時株主総会において、株式報酬の額として年額180百万円以内株式数の上限を年30,000株以
内(社外取締役は対象外)と決議しております。ただし、各対象お取締役への支給回数は各人の在任期
間を通じて1回のみとしております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く）員数は４名
です。

５．取締役（監査等委員）の報酬額は、2019年６月25日開催の第46期定時株主総会において、年額50
百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員の人数は３名です。

－ 22 －

会社役員の状況
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⑥　社外役員に関する事項
　（イ）他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　　　各社外取締役の重要な各兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。

　（ロ）当事業年度中における主な活動状況

区 分 氏 名 出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

光 岡 　 正 彦
当事業年度に開催の取締役会12回すべて、監査等委員会12回
すべてに出席し、長年にわたる会計と税務の専門家としての見
解と豊富な経験から適切な発言を適宜行っております。

松 本 　 茂 裕
当事業年度に開催の取締役会12回すべて、監査等委員会12回
すべてに出席し、長年にわたる会計と税務の専門家としての見
解と豊富な経験から適切な発言を適宜行っております。

加 藤 　 晶 英
当事業年度に開催の取締役会12回すべて、監査等委員会12回
すべてに出席し、長年にわたる社会保険労務士としての見解と
豊富な経験から適切な発言を適宜行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議
があったものとみなす書面決議が４回ありました。

－ 23 －

会社役員の状況
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(4) 会計監査人の状況
①　名称　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 30,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
報酬等の額を区分していないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

２．監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であ
るかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいた
しました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査等委員会で選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人
を解任した旨及びその理由を報告いたします。

④　当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計算書類監査の状況
 

　当 社 の 重 要 な 子 会 社 の う ち 、 M a r u w a  (M a l a y s i a )S d n . B h d . 、 M A R U W A  
Electronics(Taiwan)Co.,Ltd.、Maruwa Europe Ltd.、Maruwa America Corp.、Maruwa 
Korea Co., Ltd.、Maruwa (Shanghai) Trading Co., Ltd.、MARUWA Electronic 
(India)Pvt.Ltd.及びMARUWA MELAKA SDN.BHD.は、当社の会計監査人以外の監査法人（外
国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

－ 24 －
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役・従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　役職員が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するため、取締役会
は「企業倫理規範」を制定する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存
する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　業務運営、品質、環境、災害、コンプライアンス等に係るリスクについては、リスク管理委
員会が統括管理する。同委員会の指導の下、各部署において規則の制定、研修の実施、マニュ
アルの作成・配布等を行うものとし、リスクの管理低減に努める。リスク管理の状況について
は取締役会への報告事項とし、リスク管理担当取締役がリスク管理委員長となり、全社リスク
管理の統括責任を負う。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　役職員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標達成に向けて各
部門が実施すべき具体的な目標及び業務分配を含めた効率的な達成の方法を業務担当取締役が
定め、事業部門からの月次報告を受け、取締役会は内容の分析・対応策の指示など目標達成の
確度を高めるための施策を促し、全社的な業務の効率化を実現する体制を構築する。

⑤　当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社グループの各事業ごとに、それぞれの責任を負う執行役員を任命し、法令遵守体制、リ
スク管理体制を構築する権限と責任を与える。また、当社への決裁・報告制度により、子会社
経営の管理を行う。

－ 25 －
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⑥　監査等委員がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事
項並びにその従業員の取締役からの独立性及びその従業員に対する指示の実効性の確保に関
する体制

　監査等委員会は内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
　内部監査室は監査等委員会との協議により監査等委員会の要望した事項の内部監査を実施し、
その結果を監査等委員会に報告する。
　監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役等の指
揮命令を受けない。

⑦　取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体
制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制

　取締役及び従業員は監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重
大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、月次の経営状況として重要な事項及び経営会議
で決議された事項等を速やかに報告する。なお、当社は、監査等委員会に当該報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを行わない。

⑧　監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会は「監査等委員会監査等基準」に則って監査を行うことにより監査の実効性を
確保する。

⑨　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行について費用の前払請求をしたときは、監査等委員会の職務執
行に必要でないと認められるものを除き、その前払等の請求に従い処理するものとする。

－ 26 －
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

役員及び従業員は「経営理念」、「企業倫理規範」のもと業務に取り組んでおり、その内容は
常に社内で閲覧できる状況にあります。

リスク管理規程等の定めに従い業務を遂行しており、必要なマニュアル等を整備し事態に備え
た体制を構築しております。有事の危機管理においては、第一報を受けた後に円滑に危機管理体
制を構築する仕組みを構築し、適切に対応しております。

取締役会では、法令、定款に定められた事項、経営に関する重要な事項を決定するとともに、
取締役は相互に業務執行状況を監視しております。取締役会には監査等委員も参加し、必要な意
見表明を行っております。また、月次、四半期及び年度の予算並びに個々の施策計画及び達成状
況は、月次に行われる経営会議及び取締役会にて報告され、多面的な検討を実施しております。

当社グループ及び各事業において、当社の承認を要する事項を定め、それに基づき付議された
案件について取締役会で決議しており、月次の取締役会において、担当責任者より必要に応じて
財務状況、業務執行状況等の報告を受けております。

監査等委員会からの要請に応じて内部監査室、管理部門等が監査等委員の業務を適宜補助して
おります。

監査等委員は、取締役会及び経営会議等にも出席し、随時必要な意見表明を行っております。
取締役及び従業員等から当社グループ会社に関する必要な情報を得ることや、内部監査室との連
携により結果報告等に対して必要に応じて立ち合いを行っております。

－ 27 －
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４．会社の支配に関する基本方針
　特に定めておりません。

５．剰余金の配当等の決定に関する方針
　利益配分は、株主の皆様への安定的な配当継続や向上を重視するとともに、新たな成長分野へ
の機動的な設備投資や研究開発による競争力の維持・強化及び経営環境の変化にフレキシブルに
対応できる財務体質の強化を図ることを基本方針としております。
　当社の企業価値向上の観点から、事業拡大に向けた設備や人的投資、さらなる競争力向上や新
製品の研究開発及び量産化の戦略投資に向けた内部留保を確保する一方で、株主の皆様への利益
還元を図って参ります。
　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針
としております。
　なお、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項につきましては、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。

－ 28 －
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

【 流  動  資  産 】
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

【 固  定  資  産 】
（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

（ 無 形 固 定 資 産 ）
そ の 他

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ）
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
投 資 不 動 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

53,714,567
34,088,967
9,834,869
1,267,548
1,641,861
2,277,590
2,463,698
2,148,598

△8,565
24,345,380
(22,332,378)
10,044,778
5,204,980
4,544,075
1,889,619

648,924
(260,512)
260,512

(1,752,489)
248,510
440,423
963,836
104,396
△4,677

【 流  動  負  債 】 9,612,119
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,404,868
電 子 記 録 債 務 1,931,969
短 期 借 入 金 100,000
1年内返済予定の長期借入金 266,688
未 払 法 人 税 等 1,986,715
賞 与 引 当 金 699,556
役 員 賞 与 引 当 金 49,500
そ の 他 2,172,822

【 固  定  負  債 】 2,103,651
長 期 借 入 金 1,599,968
繰 延 税 金 負 債 160,873
そ の 他 342,809

負 債 合 計 11,715,771
純 資 産 の 部

【 株  主  資  本 】 67,231,114
資 本 金 8,646,720
資 本 剰 余 金 12,005,832
利 益 剰 余 金 46,796,211
自 己 株 式 △217,648

【その他の包括利益累計額】 △886,937
その他有価証券評価差額金 119,673
為 替 換 算 調 整 勘 定 △1,006,611

純 資 産 合 計 66,344,176
資 産 合 計 78,059,947 負 債 ・ 純 資 産 合 計 78,059,947

－ 29 －
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連 結 損 益 計 算 書

（2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 41,438,018
売 上 原 価 23,074,815

売 上 総 利 益 18,363,202
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,114,991

営 業 利 益 10,248,211
営 業 外 収 益

受 取 利 息 51,944
受 取 賃 貸 料 88,098
そ の 他 57,585 197,628

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,954
為 替 差 損 50,765
投 資 不 動 産 賃 貸 費 用 46,930
そ の 他 11,160 115,810
経 常 利 益 10,330,028

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2,383
投 資 有 価 証 券 売 却 益 65,414
子 会 社 清 算 益 11,887 79,685

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 258,622
減 損 損 失 169,251
感 染 症 関 連 損 失 68,805
そ の 他 28,737 525,416

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 9,884,297
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,905,073
法 人 税 等 調 整 額 43,762 2,948,836
当 期 純 利 益 6,935,461
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 6,935,461

－ 30 －
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連結株主資本等変動計算書

（2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 8,646,720 11,992,492 40,526,723 △239,524 60,926,411

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △665,974 △665,974

親会社株主に帰属する当期純利益 6,935,461 6,935,461

自 己 株 式 の 取 得 △2,600 △2,600

自 己 株 式 の 処 分 13,339 24,476 37,816

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － 13,339 6,269,487 21,875 6,304,702

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 8,646,720 12,005,832 46,796,211 △217,648 67,231,114

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 70,521 △1,543,364 △1,472,842 59,453,569

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △665,974

親会社株主に帰属する当期純利益 6,935,461

自 己 株 式 の 取 得 △2,600

自 己 株 式 の 処 分 37,816

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額） 49,152 536,752 585,905 585,905

連結会計年度中の変動額合計 49,152 536,752 585,905 6,890,607

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 119,673 △1,006,611 △886,937 66,334,176

－ 31 －
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貸　借　対　照　表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

【 流  動  資  産 】
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 入 金
未 収 消 費 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

【 固  定  資  産 】
（ 有 形 固 定 資 産 ）

建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

（ 無 形 固 定 資 産 ）
そ の 他

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ）
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式 ・ 出 資 金
投 資 不 動 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

33,638,466
20,492,799

231,037
938,179

6,589,981
635,778

1,404,580
1,169,421

363,830
1,532,654

280,984
△780

21,935,797
(16,046,135)

6,585,658
790,199

2,897,524
10,212

370,504
3,831,032
1,561,003
(40,743)

40,743
(5,848,918)

234,755
4,154,186

963,836
461,594
35,118
△573

【 流  動  負  債 】 8,022,984
支 払 手 形 196,280
買 掛 金 2,606,047
電 子 記 録 債 務 1,658,775
未 払 金 749,607
短 期 借 入 金 100,000
未 払 費 用 623,627
未 払 法 人 税 等 1,540,000
賞 与 引 当 金 448,394
役 員 賞 与 引 当 金 36,000
そ の 他 64,250

【 固  定  負  債 】 2,126,846
長 期 借 入 金 1,200,000
関 係 会 社 長 期 借 入 金 700,000
長 期 未 払 金 186,872
預 り 保 証 金 39,973

負 債 合 計 10,149,830
純 資 産 の 部

【 株  主  資  本 】 45,304,760
資 本 金 8,646,720
資 本 剰 余 金 12,005,832

資 本 準 備 金 11,683,648
そ の 他 資 本 剰 余 金 322,184

利 益 剰 余 金 24,869,857
利 益 準 備 金 1,670,862
そ の 他 利 益 剰 余 金 23,198,994

別 途 積 立 金 2,800,000
繰 越 利 益 剰 余 金 20,398,994

自 己 株 式 △217,648
【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】 119,673

その他有価証券評価差額金 119,673
純 資 産 合 計 45,424,434

資 産 合 計 55,574,264 負 債 ・ 純 資 産 合 計 55,574,264

－ 32 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

（2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 28,825,940
売 上 原 価 19,079,920

売 上 総 利 益 9,746,019
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,733,363

営 業 利 益 5,012,656
営 業 外 収 益

受 取 利 息 411
関 係 会 社 配 当 金 827,843
為 替 差 益 32,215
受 取 賃 貸 料 202,817
そ の 他 42,470 1,105,758

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,897
投 資 不 動 産 賃 貸 費 用 79,021
そ の 他 4,941 87,860
経 常 利 益 6,030,554

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 49
投 資 有 価 証 券 売 却 益 65,414
子 会 社 清 算 益 525,395 590,860

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 7,065
減 損 損 失 169,251 176,317

税 引 前 当 期 純 利 益 6,445,097
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,487,415
法 人 税 等 調 整 額 27,171 1,514,586
当 期 純 利 益 4,930,510

－ 33 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

（2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 8,646,720 11,683,648 308,844 11,992,492 1,670,862 2,800,000 16,134,458 20,605,321 △239,524 41,005,009

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △665,974 △665,974 △665,974

当 期 純 利 益 4,930,510 4,930,510 4,930,510

自己株式の取得 △2,600 △2,600

自己株式の処分 13,339 13,339 24,476 37,816

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 13,339 13,339 － － 4,264,536 4,264,536 21,875 4,299,751

当 期 末 残 高 8,646,720 11,683,648 322,184 12,005,832 1,670,862 2,800,000 20,398,994 24,869,857 △217,648 45,304,760

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等

合計

当 期 首 残 高 70,521 70,521 41,075,530

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △665,974

当 期 純 利 益 4,930,510

自 己 株 式 の 取 得 △2,600

自 己 株 式 の 処 分 37,816

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 49,152 49,152 49,152

当 期 変 動 額 合 計 49,152 49,152 4,348,903

当 期 末 残 高 119,673 119,673 45,424,434

－ 34 －

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

2021年５月21日
株式会社ＭＡＲＵＷＡ

取 締 役 会　御 中
有限責任　あずさ監査法人
　名古屋事務所
指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 北 尚 史 ㊞

指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 谷 浩 二 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＭＡＲＵＷＡの2020年４月１日から

2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社ＭＡＲＵＷＡ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

－ 35 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
おいて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事
項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計
算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査
人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上

－ 36 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
独立監査人の監査報告書

2021年５月21日
株式会社ＭＡＲＵＷＡ

取 締 役 会　御 中
有限責任　あずさ監査法人
　名古屋事務所
指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 北 尚 史 ㊞

指定有限責
任 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 谷 浩 二 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＭＡＲＵＷＡの2020年４月１日

から2021年３月31日までの第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

－ 37 －

会計監査人の監査報告書謄本
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上
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監査等委員会の監査報告書　謄本
監　査　報　告　書

当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第48期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締

役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けま
した。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に
応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。
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２．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月27日
株式会社ＭＡＲＵＷＡ監査等委員会

監 査 等 委 員 光 岡 　 正 彦 ㊞
監 査 等 委 員 松 本 　 茂 裕 ㊞
監 査 等 委 員 加 藤 　 晶 英 ㊞

（注）監査等委員光岡正彦、松本茂裕及び加藤晶英は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外
取締役であります。

以　上
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■TOPICS

YAMAGIWA　東京ギャラリー・ショールームを移転、リニューアルオープン
　2021年１月８日、株式会社YAMAGIWAでは、港区芝MARUWA
ビル内に東京ギャラリー・ショールームを移転しリニューアルオープ
ンいたしました。
　2023年に迎える創立100周年に向けたプロジェクトの一環として、
従来のショールームの仕様と設計を大幅に転換し、ネットビジネスと
の融合による相乗効果（デジタルとリアルを融合した新しいビジネス
モデルの構築）を生み出すべく、新たなギャラリースペースを開設し、
豊かなライフスタイルの提案とYAMAGIWAブランドの総合的な発信拠点として活用して参ります。
　以前のショールームとは配置も大きく変わり、照明器具のディテールや今までにないディスプレイもお楽しみ
いただけるのではないかと思います。
　オンライン上にて360°パノラマでご覧いただくことができるVIRTUAL TOURを４月に開設し、ヴァーチャ
ルな空間でお楽しみいただけるのはもちろん、ご来場前の下見にもお役立ていただいています。

　また今回の移転を機に、グループ全体で取り組んできた働き方改革をさらに推進するため、オフィススペース
の有効活用と生産性の向上を目的としたライブオフィスを同ビル４階に設置し、魅せるオフィスとして照明やイ
ンテリア家具のアピールと集客の起点として活用して参ります。
　100周年という節目を目前に本社施設と統合することによりシームレスなコミュニケーションを実現し、更な
る発展に寄与して参る所存です、引き続きよろしくお願いいたします。

東京ギャラリー・ショールームVirtual Tour 2021/04 東京ギャラリー・ショールームご来場予約フォーム

YAMAGIWA
東京ギャラリー・ショールーム
https://www.yamagwiwa.co.jp/
〒105-0014 
東京都港区芝３丁目16−13
MARUWAビル ３階
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定時株主総会会場ご案内図

会場 ホテルメルパルク名古屋　３階「カトレアの間」
愛知県名古屋市東区葵3-16-16　電話（052）937-3535（代表）

交通
JR名古屋駅から中央線で9分「千種駅」下車、地下鉄1番出口前
地下鉄東山線「千種駅」下車、1番出口前
地下鉄桜通線「車道駅」下車、3番出口南へ2分

広小路通

千郷町東新町入口至中村公園

ＪＲ金山駅 ＪＲ鶴舞駅

至[東名]名古屋IC

バスターミナル

至今池

至今池

地下鉄東山線

地下鉄桜通線車道桜通

３番出口
車道

メルパルク
NAGOYA

東新町出口

名古屋

錦通

葵町西 新千種橋西
千種

名
古
屋

Ｊ
Ｒ
名
古
屋
駅

Ｊ
Ｒ
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央
線
Ｊ
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駅
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屋
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市
高
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至
楠
JC[

東
名]
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牧
IC

至[

東
名]

春
日
井
IC

至
大
曽
根

１
番
出
口

国
道
19
号

国
道
41
号

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地図


